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１６ 就学支援の充実について 

（文部科学省） 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

（背景） 

○ やむを得ない理由により留年した場合も、修業年限の超過により就学支援金の対象か

ら外れるが、高等学校就学支援金制度の趣旨は、全ての意志ある高校生等が安心して教

育を受けることができることを目的としていることから、真に支援を必要とする者が排

除されないように配慮する必要がある。 

○ 私立高校等の生徒に支給される就学支援金は、公立高校生が負担軽減される額と同額

の月額９，９００円（年額１１８，８００円）で、保護者の所得によって加算されるが、

全国私立高校の平均授業料年額３８３，５９８円には及ばず、所得の低い世帯において

も、授業料負担が残る状況になっている。 

 

【内容】 

(1) 高等学校等就学支援金制度について、全ての意志ある高校生等が安心

して教育を受けることができるよう、修業年限の制限を緩和すること。

(2) 私立高校等の生徒への就学支援金について、低所得層に対する補助を

拡充すること。 

(3) 高校生等奨学給付金制度の対象者を高等学校等就学支援金制度に合

わせるなど、事務負担が少なく、分かりやすい制度とすること。なお、

高校生等奨学給付金制度において、国庫補助金の超過負担が生じること

のないよう財源の確保を行うこと。 

    また、都道府県及び私立学校の財政負担に対し、奨学給付金支給に要

する事務経費を交付すること。 

(4) 要保護児童生徒に対する就学援助費並びに特別支援学校及び特別支

援学級に就学する児童生徒に対する就学奨励費については、本制度の趣

旨に鑑み、都道府県及び市町村に対して必要額全額が交付されるよう、

国庫補助金の所要額の確保を図ること。また、準要保護児童生徒の就学

援助に要する経費については、市町村において必要な援助を行える 

よう、十分な財源措置を講じること。 

(5)  学校給食施設整備に係る交付金について、地方公共団体が行う事業に

対して十分な財政措置を講じること。なお、衛生管理の徹底などのため、

基準面積・建築単価の引上げや施設改修を交付対象とするなど、充実を

図ること。また、学校給食における地場産物の活用促進に要する経費に

対する財政措置を講じること。 

＜「人が輝くあいち」＞ 
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○ 平成２６年度に新設された高校生等奨学給付金制度は、県内在住者を対象にするた

め、県外の学校に進学した生徒の場合、高等学校等就学支援金制度と申請先が異なり、

保護者等の居住している県への申請となる。 

  また、高等学校等就学支援金制度については事務経費の財政措置があるが、高校生等

奨学給付金制度の事務経費については財政措置がない。 

○ 就学援助費及び就学奨励費は、都道府県及び市町村が国庫補助金を財源の一部とし

て、経済的理由により子どもたちの教育を受ける機会が妨げられることがないように必

要な給付を行うものである。このうち、就学奨励費については、近年の補助額が要綱で

定める額を下回っていた。平成２６年度分については改善が図られたが、今後も都道府

県及び市町村の財政負担が増すことがないよう、就学援助費と併せ、国において確実に

予算を確保する必要がある。 

○ 平成２７年度の学校給食施設整備事業に係る国の交付金は、財政力指数が０．４２以

上の地方公共団体の新規施設整備事業は不採択とされ、本県の市町村においては、事業

費全額を市町村が負担することとなった。安全・安心な給食を提供するために学校給食

施設整備を行う必要があるが、市町村の財政負担が増すことのないよう国において確実

に予算を確保する必要がある。 

○ 学校給食施設整備事業に係る国の交付金は、国の基準面積・建築単価を基に算定され

ており、平成２６年度から改善されたものの、学校給食衛生管理基準の改正（平成２１

年４月）に伴う衛生管理の徹底や食物アレルギーを持つ児童生徒への対応など、整備に

必要な費用・面積が増大する中で、総工事費との間にはいまだに大きな乖離がある。ま

た、既存施設の改修は交付金の対象となっておらず、市町村の財政負担が大きくなって

いる。 
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